
平成 24 年大雪災害特別ローン 
お取扱期間：平成２４年６月２９日（金）まで 

≪商品概要説明書≫ 

ご融資対象者 

◇下記のすべての条件を満たす方がご融資対象者となります。 

①満２０才以上６５才以下の「平成２４年の大雪」で被災された給与所得者および個

人事業者の方 

②災害救助法または新潟県災害救助条例が適用された市町村に居住または勤務（個人

事業者の方は事業所のある方）されている方  

③当組合にお取引実績（同居のご家族名義のお取引含む）がある方  

資 金 使 途  
災害復旧資金（但し、事業性資金・旧債返済資金は除きます） 

被災家屋の補修・修繕費用、自家用消雪設備の設置・修理、自家用除雪機購入、

被災車両の買替資金・修理等 

ご 融 資 金 額 １０万円以上５００万円以内（１万円単位） 

ご 融 資 期 間 ８年以内（元金据置期間を含む） 

ご融資利率 年１．９０％ 

金利変動の 

基準と頻度 

＊変動金利 
＊変動金利の基準と頻度 
  お借入後の利率は、年 2 回、基準金利(短期プライムレートに連動して決定され

る当組合所定の個人ローン基準利率)の変動に伴い、その変動幅と同じだけ引下

げ、または引き上げられます。お借入後の利率の変更は、毎年 4 月 1 日・10 月 1
日を基準日として、新利率はそれぞれ翌月の約定返済日の翌日より適用され、6
月・12 月の約定返済分から新利率の返済となります。尚、半年ごとの増額返済

をご利用いただく場合は、基準日以降の増額返済月の約定返済日翌日から適用さ

れ、翌月から新利率の返済となります。 

ご 融 資 形 態 証書貸付 

ご 返 済 方 法 

元利均等毎月返済 
ご融資金の５０％の範囲内で６カ月ごとのボーナス併用返済がご利用できます。

  ※毎月元利均等返済とは、毎月一定の額を返済するものです。尚、１年を限度に

元金据置が可能であり、その間はお利息のみのご返済となります。 

連 帯 保 証 人 

融資金額２００万円以下 原則不要 

融資金額２００万円超  原則 1 名以上 
※但し、保証会社が認めた場合はこの限りではございません。 

担 保 
不要です。 
  全国しんくみ保証㈱の保証をご利用いただきます。 

保 証 料  保証料は、金利に含まれます。 

手 数 料  不要です。 

（平成２４年１月３０日現在） 

 



必 要 書 類 

◇本人確認資料 
災害救助法または新潟県災害救助条例が適用された市町村に居住していること

が確認できる以下の資料が必要となります。 

①運転免許証(写)、②健康保険証(写)、③写真付住民基本台帳カード(写)、 

④パスポート(写) 

※但し、(写)と表記してある書類についても、原本の提示が必要となります。 

◇所得確認資料 
①源泉徴収票(写)、②給与証明書、③所得証明書(写)、④市町村民税・県民税 

特別徴収税額通知書(写) 

※但し、(写)と表記してある書類についても、原本の提示が必要となります。 

◇資金使途証明書 
融資金額３００万円以下の災害復旧資金は原則不要です。 

※但し、保証会社の審査で必要な場合があります。尚、車両借換資金に被災車両

の融資残高が含まれる場合は、融資残高を確認する資料が必要となります。 

返済条件 

変更手数料 
不要です。 

返済試算額 

の入手方法 

当組合ホームページから(http://www.niigata-kenshin.co.jp/)にて、ローン

シミュレーションが可能である他、店頭でも返済額を試算いたしますのでお申

し出下さい。 

 

※ ローン契約につきましては、所定の審査があり、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

※ 詳しくは、けんしんの窓口・営業担当にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

平成２４年大雪災害特別ローン(全国しんくみ保証) 

http://www.niigata-kenshin.co.jp/

